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令 和 ７ 年 ３ 月 1 7 日

交 通 部 内 所 属 長
殿

各 警 察 署 長

運 転 免 許 課 長

技能試験官の指定事務手続について

技能試験官の指定については 「技能試験官の指定事務手続について （令和３年２月５、 」

日付け運免第1007号。以下「旧通達」という ）により実施しているところですが、道路。

交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）のうち、同法附則第１条第４号に掲

げるマイナンバーカード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう ）と。

運転免許証の一体化に関する改正規定の施行に伴い、所要の改正を行い、令和７年３月24

日から下記のとおり実施することとしましたので、事務処理上誤りのないようにしてくだ

さい。

なお、旧通達は同日をもって廃止します。

記

１ 技能試験官の職務

、 、 、技能試験官は 技能試験 身体障害者及び聴覚障害者に係る適性試験を実施するほか

、 。技能試験官以外の者が実施する 身体障害者に係る適性検査に助言を与えるものとする

２ 技能試験官候補者の推薦

、 、当課に勤務する課長補佐 主幹及び八戸・弘前・むつ自動車運転免許試験場の場長は

自身が担当する係又は各試験場に勤務する警察職員で、技能試験官として指定又は再指

定する必要がある者を、技能試験官候補者（以下「候補者」という ）として、別紙１。

「技能試験官候補者調査表」を作成し、本職に推薦することとする。

３ 候補者の教養

推薦された候補者に対しては、技能試験官の指定等に関する規程（昭和40年公安委員

会規程第２号。以下「規程」という ）第３条の表に定められた教養を実施するため、。

本職が教養担当者と副教養担当者（以下「担当者」という ）を指名するものとする。。

候補者は、担当者から受けた教養の状況を別紙２「教養簿」に記入し、担当者の確認



を受けて、本職に提出することとする。

４ 技能試験官の指定

技能試験官としての教養を修了した候補者は、別紙３「技能試験官名簿」に登載し、

規程の別記様式第１「指定書」を交付して技能試験官として指定するものとする。

５ 技能試験官の解除

技能試験官が規程第２条の資格要件を欠いたとき、長期療養又は心身の故障等により

その任務を遂行できないと認めたとき、及び人事異動等により技能試験官の職務を行わ

なくなったときは、規程の別記様式第２「指定解除通知書」を交付して指定を解除する

こととする。

技能試験官の指定を解除した場合は、技能試験官名簿に解除の日、解除事由を記載す

るものとする。

６ 技能試験官指定簿

技能試験官の指定・解除に係る技能試験官候補者調査表、教養簿、技能試験官名簿、

指定書（写し）及び解除通知書（写し）は、技能試験官指定簿として編綴し、定められ

た期限まで担当係において保管することとする。

担当 運転免許課 試験・教習所係



別紙１

技能試験官候補者調査表
年 月 日作成

ふりがな 官 警部 主幹生年 月 日 年 月 日

警部補 主査

氏 名 職 巡査部長 主任採用年月日 年 月 日

試験教習所係 企画係 免許係 運転免許管理係 高齢者等支援係 弘前試験場 八戸試験場 むつ試験場係 等

経験年数等 技能試験官としての経験年数 年 （指定 年 月 日）

技能試験官専科入校の有無 あり （ 年） なし

運転免許証の写し 表 裏

免許情報記録の番号 第 号

勤務 勤務
課 係 主な勤務内容 課 係 主な勤務内容

年数 年数

勤

務

歴

二輪免許取得 年 月

その他資格等

備考１ 官職及び係等の欄は、該当するものを○で囲むこと。

２ 免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、免許情報記録の番号欄に番号

を記載すること。

３ 勤務歴欄の枠が不足する場合は、免許及び交通関係を適宜記載すること。



別紙２ 教養簿

課　長 調査官 課長補佐 主　幹 係　長

教養時間 （ 残時間 ） 担当者

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）合計

基
礎
教
養

一
般
教
養

技能試験の実施に関する実務

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

自動車の運転技能に関する採点方法

試験実施基準に関する知識

計

交通の方法に関する教則の内容となってい
る事項

自動車の構造及び取扱の方法

自動車の安全な運転に関する知識

試験官として必要な自動車の運転技能

運転試験に関する法令などの知識

計

一
般
教
養

運転免許制度の教養

試験官の心構え

運転免許事務の概要

運転心理

計

技能試験官候補者

教　養　科　目

  　　年　　月　　日

決
裁



別紙３ 技能試験官名簿

官職

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

指定
番号

被指定者
指定年月日 解除年月日 解除理由等

氏　　　　名


